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放射性廃棄物の廃棄施設に係る補足説明資料 

【公開版】 

本資料は，【濃縮個別 17 R0】の改訂版（R1）である。改訂内容は以下のとおり。 

〇 給気ダクトの生物学的事象への適合性に係る記載を追加する。 

〇 申請対象設備の技術基準規則への適合要否を示す表については，「濃縮個別 05 設工認対象機器

の技術基準適合に係る整理表について」に統合する。 

※【濃縮個別 17 R0】から変更した部分を青字にて示す。
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1. 概要 

本資料は，第 4 回申請の【放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】（以下「説明書」

という。）において説明した事項に関して，申請内容の妥当性，記載内容の根拠等につい

て説明するものである。 

 

2. 申請対象と技術基準規則の関係 

第 4 回申請において説明している内容は「技術基準規則 第 20 条 廃棄施設」及び「技

術基準規則 第 23 条 換気設備」に基づく説明である。なお，新型遠心機への更新等に係

る申請においては，当該技術基準規則に該当する設備はないため説明の対象外としてい

る。 

今回申請対象設備のうち，気体廃棄物の廃棄設備として新たに登録する「1号給気ダク

ト」及び「2 号給気ダクト」は，第 1種管理区域への給気を目的とした設備であり，放射

性廃棄物を取り扱わないことから，「技術基準規則 第 20 条 廃棄施設」及び「技術基準規

則 第 23 条 換気設備」の要求事項には該当しない。 

当該給気ダクトは，事業変更許可申請書にて示す「本施設において漏えいが発生した場

合でも可能な限り建屋内に閉じ込める」設計を実現するために，漏えいした気体が給気ダ

クトから逆流し漏えいを拡散させないように第 1 種管理区域内からダンパまでの耐震重

要度分類を見直したものであることから，「技術基準規則 第 6条 地震による損傷の防止」

に対しての適合の説明を行う。また,生物学的事象に対する設計として,建物の第 1 種管

理区域の負圧に係る給気ダクトの外気取込口にバードスクリーンを設置し，鳥類，昆虫類

の進入を防止又は抑制する設計とする。なお，バードスクリーンの設置については，本申

請の第 1 回申請及び第 3回申請にて申請し認可済みである。 

 

3. 設工認申請書添付書類における変更内容に係る補足説明事項 

今回申請対象の設備は，「技術基準規則 第 20 条 廃棄施設」及び「技術基準規則 第 23

条 換気設備」の要求事項及び設計に変更はないため，変更内容に係る補足説明事項はな

い。 

 

4. 設備に係る流体等の種類 

今回申請対象の設備に係る流体等は，大きく分けて，① UF6，② 排ガス，③ 空気の３

つに分類される。本分類を踏まえた流体等の種類について，系統図により整理した内容を

添付１に示す。 
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5. 既認可から変更がない設計について 

「技術基準規則 第 20 条 廃棄施設」及び「技術基準規則 第 23 条 換気設備」の要求事

項及び設計に変更はないことから，既認可における申請内容を添付２に示す。 
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添付１ 

 

設備に係る流体等の種類について 
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設備に係る流体等の種類について 
 
1. 概要 

本施設は、UF6を密封系統で取り扱っており、今回申請対象の設備に係る流体等は、① UF6、② 排ガス、③ 空気の３つに分類され、下図の通りで

ある。本分類を踏まえた流体等の種類について、系統図により整理した内容を次頁以降に示す。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

槽、 
コールド 
トラップ 

ケミカル 
トラップ 
（NaF） 

ケミカル 
トラップ 
（Al2O3） 

 

ロータリ 
ポンプ 

送風機 フィルタ
ユニット 
 

排風機 

図 1（3/3） 
参照 

図 1（1/3） 
参照 

図 1（2/3） 
参照 

図 1（3/3） 
参照 

空気 UF6 排ガス 空気 

第 1 種管理区域へ 第 1 種管理区域より 排気口 
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2Aカスケード圧力調整槽

原料シリンダ

発生槽

温水ユニット

中間製品容器

製品回収槽
製品

コールドトラップ

冷凍機ユニット

2Bカスケード 2Cカスケード

低温水ユニット

一般パージ系へ

一般パージ系へ

捕集排気系へ

低温水

カスケード

排気系

（CS系）へ

カスケード

排気系

（CB系）へ

カスケード

排気系

（CS系）へ

カスケード

排気系

（CB系）へ

カスケード

排気系

（CS系）へ

カスケード

排気系

（CB系）へ

2B廃品

コールドトラップ

冷凍機ユニット

廃品シリンダ

廃品回収槽

一般パージ系へ

2A廃品

コールドトラップ

冷凍機ユニット

2C廃品

コールドトラップ

冷凍機ユニット

捕集排気系へ

捕集排気系へ

捕集排気系へ

窒素窒素窒素

UF6 処理設備 カスケード設備 UF6 処理設備

UF6 処理設備

（廃品系）

（カスケード排気系）（カスケード排気系）（カスケード排気系）

（発生・供給系） （製品系）

 
図 1 流体等の種類に係る系統図(1/3) 

赤線はUF6を取り扱う系

統を示している。 

UF6 

図 1（2/3）へ 

図 1（2/3）へ 

図 1（2/3）へ 

図 1（2/3）へ 

図 1（2/3）へ 図 1（2/3）へ 図 1（2/3）へ 

図 1（2/3）へ 

図 1（2/3）へ 

図 1（2/3）へ 

7



2nカスケードより

（n：A、B、C）

捕集排気系

ケミカルトラップ

（Al2O3）

2A廃品コールドトラップより

2C廃品コールドトラップより

製品コールドトラップより

2B廃品コールドトラップより

カスケード排気系

ケミカルトラップ

（NaF）

カスケード排気系

ケミカルトラップ

（Al2O3）

カスケード排気系

ロータリポンプ

2Aカスケードより

2Bカスケードより

2Cカスケードより

カスケード排気系

ブースタポンプ

カスケード排気系

ブースタポンプ

一般パージ系

ブースタポンプ

排気設備へ

廃品系より

一般パージ系

コールドトラップ

冷凍機ユニット

均質・ブレンディング系へ

製品系より

発生・供給系より

UF6 処理設備（カスケード排気系（CB系））

UF6 処理設備（カスケード排気系（CS系））

UF6 処理設備（一般パージ系）

UF6 処理設備（捕集排気系）

排気設備へ

排気設備へ

排気設備へ

捕集排気系

ケミカルトラップ

（NaF）

捕集排気系

ロータリポンプ

一般パージ系

ケミカルトラップ

（NaF）

一般パージ系

ケミカルトラップ

（Al2O3）

一般パージ系

ロータリポンプ

カスケード排気系

ケミカルトラップ

（NaF）

カスケード排気系

ケミカルトラップ

（Al2O3）

カスケード排気系

ロータリポンプ

窒素

 

図 1 流体等の種類に係る系統図(2/3) 

ケミカルトラップ（NaF）の下流から排ガス 

黄線は、排ガスを取り扱

う系統を示している。 
図 1（1/3）より 

図 1（1/3）より 

図 1（1/3）より 

図 1（1/3）より 

図 1(3/3)＊１へ 

図 1(3/3)＊２へ 

図 1(3/3)＊３へ 

図 1(3/3)＊４へ 
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給 気

1A中間室

1B中間室

1AB中間室系送風機

給 気

1号発生回収室

1号発生回収室系送風機

搬送通路

1号均質室

除染設備

除染室

分析設備

分析室（化学分析エリア）

分析室（機器分析エリア）

分析室（質量分析エリア）

分析室（天秤室）

分析室（予備室）

分析室（薬品・機材室）

均質・ブレンディング設備

2号発回均質室

UF6処理設備

均質・ブレンディング設備

（配管カバー等）

UF6処理設備

2A中間室

モニタエリア（モニタ室）

モニタエリア（放管機材室）

モニタエリア（手洗廃水ピット室）

モニタエリア（シャワー室）

搬入室

UF6処理設備
2B中間室

UF6処理設備

2C中間室

管理廃水処理室

廃棄物前処理室

ホット予備品室1

前 室

排気室

ホット予備品室2

放射能測定室

A付着ウラン回収廃棄物室

B付着ウラン回収廃棄物室

C付着ウラン回収廃棄物室

給 気

1C中間室

1D中間室

1CD中間室系送風機

給 気

1号均質室系送風機

2号工程用モニタ

1号発生回収室系還気送風機

…

1号発生回収室系排風機

…

1号均質室系還気送風機

…

1号均質室系排風機

…

給 気

分析室送風機

給 気

2号発回均質棟系送風機

1号中間室系排風機

2号Qマス室

…

1号均質室

換気用モニタ

1号発生回収室

換気用モニタ

排気用HFモニタ B

排気用HFモニタ A

排気用モニタ B
排気用モニタ A

フィルタユニット

（プレフィルタ、高性能エアフィルタ）

局所排気装置

12基

16基

13基

2基

13基

14基

2基

13基

給 気

管理廃水処理室送風機

2号発回均質棟系排風機

…

1号Qマス室

1号局所排風機

2号局所排風機

①
②

③
④

付着ウラン回収設備

局所排気装置

：吹出口又は吸込口

：閉止板

：排気又は給気ダクト

：還気ダクト

：排気フィルタユニット

（ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ1段、高性能ｴｱﾌｨﾙﾀ1段）

：送風機、排風機

：切替弁

排気口への排気接続数（4系統）

① 1号中間室系

② 1号発生回収室系

③ 1号均質室系

④ 2号発回均質棟系

 
 

図 1 流体等の種類に係る系統図(3/3) 

1号 

2号 

青線は、空気の系統を示

している。 

フィルタユニット

の下流から空気 

＊３ 

＊３ 

＊３ 

図 1(2/3) 

＊１、＊２、＊４より 

図 1(2/3) 

＊３より 
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添付２ 

 

既認可の申請内容 
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